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東日本大震災復興構想会議提言（H23.6.25 津波防災まちづくり関係部分抜粋） 

第１章 新しい地域のかたち 
（２） 地域づくり（まちづくり、むらづくり）の考え方 
 ① 「減災」という考え方 

 
今後の復興にあたっては、大自然災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく、災害時の被害を最小化

する「減災」の考え方が重要である。この考え方に立って、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最
重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるような観点から、災害に備えなければならない。 

づこの「減災」の考え方に基づけば、これまでのように専ら水際での構造物に頼る防御から、「逃げる」ことを
基本とする防災教育の徹底やハザードマップの整備など、ソフト面の対策を重視せねばならない。さらに、防潮
堤等に加え、交通インフラ等を活用した地域内部の第二の堤防機能を充実させ、土地のかさ上げを行い、避難
地・避難路・避難ビルを整備する。加えて、災害リスクを考慮した土地利用・建築規制を一体的に行うなど、ソ
フト・ハードの施策を総動員することが必要である。
 
 
 

（ ） 復興支援 手法（７） 復興支援の手法 
 ① 災害対応制度の創設 

今回の大震災に対応するための制度や事業を検討するにあたっては、将来起こりうる災害から復興にも役にたつよう、
全国で活用可能な恒久措置化を図るべきである。 

  
今回の大震災においては、津波により広範にわたって甚大な被害が発生しており、津波により壊滅的な被害を受けた地

方公共団体や、今後大規模な津波の襲来が想定される地方公共団体において、津波災害に強い地域づくりを推進するに
あたっての基本となる新たな一般的な制度を創設し、津波災害に強い地域づくりの考え方を国が示す必要がある。 
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津波防災まちづくりに関連する手法のイメージ 

防災拠点整備 

 

ハ
ー
ド 

都市・交通基盤の整備 
リダンダンシー（多重性）確保 

防波堤、防潮堤等 
の復旧・整備 

 
 

 
 

 

公共施設の 
耐浪化 

二線堤 区画整理事業 
集団移転 

 
 

 
 

 
 

防災情報伝達 
警戒避難、危機管理 
緊急体制の整備

 
 
避難路・ 
避難場所整備

集団移転

 

 
 

 
 

 

緊急体制の整備

土地利用・ 
建築構造規制 

避難場所整備
 
 
津波避難ビル

 
 

 
 

 
 津波避難ビル

コミュニティづくり 
広域連携   

 
 

ソ
フ
ト

ハザードマップの整備、提供 
防災意識 
（リスクコミュニケーション） 

ト 

  減災                                          事前の備え 

2 



＜防災の基本的な考え方に い ＞

災害対策基本法、防災基本計画等 

＜防災の基本的な考え方について＞

 

 災害対策基本法（昭和36年法律第223号） 
  （目的）  
第 条 律 並び 生命 身体 び財産を災害 保護す 防災 方 体 び第一条  この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及び 
 その他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急 
 対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な 
 防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。  
 

防災基本計画（平成20年2月 中央防災会議決定）    
 
【防災の基本方針】 
 防災とは，災害が発生しやすい自然条件下にあって，稠密な人口，高度化した土地利用、増加する危険物等の社会的条件 
をあわせもつ我が国の，国土並びに国民の生命，身体及び財産を災害から保護する，行政上最も重要な施策である。 

＜大規模地震に対しての対策の加速について＞ 
 

  地震防災戦略（平成16年7月28日中央防災会議承認）
 
  大規模地震対策については、これまで各般の取組みを進めてきたが、想定される被害が甚大かつ深刻であるのに対して、 
 地震防災施設の整備状況は必ずしも十分ではなく、事前対策を中心として対策を一層加速させ、被害の軽減を図ることが 
 重要である。 
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都市計画法の権限移譲等 

＜地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法律第８７号）における都市計画法改正＞＜地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法律第８７号）における都市計画法改正＞ 

 

 機関委任事務制度の廃止に伴う事務の再整理 
 機関委任事務制度の廃止に伴い、全ての地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に振り分けられることとなったが、 
都市計画法上機関委任事務と整理されていた事務については、ごくわずかの例外を除き、自治事務とした。都市計画法上機関委任事務と整理されていた事務については、ごくわずかの例外を除き、自治事務とした。

 

市町村都市計画審議会の法定化 
 通達によって設置していた市町村都市計画審議会を法定化し、市町村は都市計画決定に際し、市町村都市計画審議会を経 
れば 都道府県都市計画審議会の議を経ることは不要とした

土地利用規制の市町村への権限移譲 
 都道府県が定めることとされていた都市計画について、線引き等広域の見地から決定すべきとされるもの等を除き、指定都市 

れば、都道府県都市計画審議会の議を経ることは不要とした。

 

が定めることとされる等、多くの土地利用規制は市町村の権限となった。 
 
 

＜平成１２年都市計画法改正＞＜平成１２年都市計画法改正＞ 
 

  
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（案） 
   
 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 

現行都市計画法施行から三十年余を経て 都市をめぐる状況が大きく転換していることにかんがみ 都市計画制度の 一、現行都市計画法施行から三十年余を経て、都市をめぐる状況が大きく転換していることにかんがみ、都市計画制度の 
  構築及び都市計画行政の遂行に当たっては、環境問題、少子高齢化への対応等都市の抱える諸課題に的確な対応を 
  図るという理念のもとに取り組むこと。 
   また、地方分権の観点から、地方公共団体における都市計画決定等の事務が円滑かつ適正に推進されるよう、情報の 

提供 専門家の育成など その執行体制を支援するための特段の配慮を図るよう努めること  提供、専門家の育成など、その執行体制を支援するための特段の配慮を図るよう努めること。
 二～七 （略） 
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津波防災まちづくりに関連する手法津波防災まちづくりに関連する手法
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津波防災まちづくりに関連する手法と関連する指針等 

手法 関連する指針等手法 関連する指針等

海岸堤防、津波防波堤等の整備 ・海岸法 （S31.5） 

津波ハザードマップ 

・津波災害予測マニュアル （H10.3 国土庁、気象庁、消防庁） 
 
・津波・高潮ハザードマップマニュアル 

（H16 3 内閣府 農林水産省 国土交通省）（H16.3 内閣府、農林水産省、国土交通省） 
※地震・津波ハザードマップの作成、周知については、地震防災対策特別措置法（H18.3）にお

いて努力義務として規定 

津波避難計画 ・市町村における津波避難計画策定指針 （H14.3 消防庁） 

地域防災計画における津波対策強化の手引き
避難路、避難場所 

・地域防災計画における津波対策強化の手引き

         （H10.3 国土庁、農林水産省、水産庁、運輸省、気象庁、建設省、消防庁） 
※津波対策のメニューの１つとして掲載（道路、公園等の事業での整備事例あり） 

津波避難ビル ・津波避難ビル等に係るガイドライン（H17.6 内閣府） 

二線堤 輪中堤 ・津波対策としての整備事例はなし二線堤、輪中堤 津波対策としての整備事例はなし
（治水対策として二線堤や輪中堤の整備事例あり） 
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海岸保全施設の整備 

■海岸堤防、津波防波堤等の整備 海岸法（S31.5）■海岸堤防、津波防波堤等の整備  海岸法（S31.5）

・堤防 海岸背後にある人命・資産を高潮、津波及び波浪から防護するとともに、陸域の侵食を防止することを目的として設置 
     される海岸保全施設。 
 

（海岸保全施設の例） 

・津波防波堤 当該津波防波堤内の人命、資産を津波から防護することを目的として設置される海岸保全施設。 
 

・水門及び樋門 海水等の外水の浸水を抑えながら不要な内水を排除し、海岸背後にある人命及び資産を湛水の被害から防護 
           することを目的として設置される海岸保全施設。 

出典：海岸保全施設の技術上の基準 

 

・陸閘 堤防、護岸又は胸壁の前面の漁港、港湾、海浜等を利用するために、車両及び人の通行のために設けた海岸保全施設。 
 

○津波に対する海岸堤防の高さ状況  （H22.3 国土交通省、農林水産省調査）

湾口防波堤（岩手県久慈市） 水門（静岡県沼津市） 海岸堤防（熊本県玉名市） 陸閘（静岡県焼津市） 

想定津波高より高い

想定津波高が未設定・ 
調査未実施 
約3,540km（約24%） 

対象海岸延長

津波 対す 海岸堤防 高 状況 （ 国 交通省、農林水産省調 ）

定津波高 り高
約8,690km（約59%） 

想定津波高より低い 
約2,560km（約17%） 

象海岸 長
約14,790km 
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津波ハザードマップの作成 

■津波ハザードマップ 津波・高潮ハザードマップマニュアル
津波浸水予測図の整備状況 

（平成22年4月 消防庁調査）
■津波ハザ ドマップ 津波 高潮ハザ ドマップマ ュアル

（H16.3 内閣府、農林水産省、国土交通省） 
 

津波による被害が想定される区域とその程度を地図に示し、 
必要に応じて避難場所・避難経路等の防災関連情報を加えたもの。

（平成22年4月 消防庁調査） 

一部整備済み 

未整備 
4（10.3%） 

 
□津波・高潮ハザードマップ作成・活用の流れ 
①浸水予測区域の設定 

外力条件や施設条件を設定。

沿岸都道府県 
３９ 

整備済み 
32（82.1%） 

3（7.7%）

   外力条件や施設条件を設定。
  浸水予測などの各種シミュレーションを実施。 
 → 浸水予測区域 （都道府県作成） 
 

②津波・高潮防災情報の表示
津波ハザードマップの作成・公表状況 

（平成22年3月末 国土交通省、農林水産省調べ） ②津波 高潮防災情報の表示 
   防災情報の内容設定、表現方法の設定を行う。 
 → ハザードマップ （市町村作成） 
 （津波ハザードマップの例） 

市区町村数

作成・公表済み 
（53.6%） 

 
 
 

市区町村数
６４０ 

未作成 
（46.4%） 

 
 
 
 

マップの周知・確認・活用の例 

 
 
 

 

③マップの周知・確認・活用 
専門家による説明 現地での確認・検討 8 



津波避難計画、津波避難ビル 

■津波避難計画 市町村における津波避難計画策定指針（H14.3 消防庁） 津波避難計画の策定状況 津波避難計画 市町村 おける津波避難計画策定指針（ 消防庁）
 

津波発生直後から津波が終息するまでの概ね数時間から十数時間の間、住民
等の生命、身体の安全を確保するための避難対策について記載。 
津波浸水予測図に基づく避難対象地域や避難場所、避難経路等について定め
る

策定済み 
（41%） 

          （平成22年 内閣府調査） 

不明（1%） 

る。 
○沿岸市町村の54.5%で策定済み。 
○未策定の375市町村のうち57%が、 

策定したいが策定方法や手順が不明と回答。

沿岸市町村 
653 

未策定 
（57%） 

■津波避難ビル等 津波避難ビル等に係るガイドライン（平成17年6月 内閣府） 
 

津波浸水予想地域内において、地域住民等が一時もしくは緊急避難・退避する

津波避難ビル等の指定状況 
（平成22年 内閣府調査） 

指定を行っている

その他 
36 （6%）

                        策定したいが策定方法や手順が不明と回答。

津波浸水予想地域内において、地域住民等が 時もしくは緊急避難 退避する
施設 

指定を行っている 
137 （21%） 

  36 （6%）

沿岸市町村数 
653 

○津波避難ビル等専用の施設の例 （三重県大紀町） 
 津波来襲の際には避難が困難と予想されている上に、子どもたちの通学路、生

指定を行っていない 
480 （74%） 

 
 
 
 
 

活主要道路が走り、また、周囲に高台もないことから、緊急避難塔（錦タワー）を
整備。 
その結果、津波が来襲の際、どの場所からも5分以内に高台に避難することが
できるようになり、地域住民が安心して生活が営めるようになった。 

津波避難困難地域の把握状況 
 
○既存施設を津波避難ビル等として指定した例（神奈川県藤沢市） 
 

過去に津波の被害を経験していること、南関東地震の被害想定でも 
津波の襲来が想定され る と 夏の海水浴シ ズ には約10 万人の海

把握できている 
185 （28%） 

無回答 
12 （2%） 

津波避難困難地域の把握状況 
（平成22年 内閣府調査） 

  
 津波の襲来が想定されていること、夏の海水浴シーズンには約10 万人の海

水浴客が来ること等により、一時避難場所として指定した。 

出典：津波避難ビル等に係るガイドライン（平成17年6月 内閣府） 

沿岸市町村数
653 

把握できていない 
456 （70%） 9 



避難場所、二線堤 

■避難場所や防災拠点となる公園、津波軽減効果を有する緑地■避難場所や防災拠点となる公園、津波軽減効果を有する緑地

・津波発生時に住民等が避難することのできる避難場所や自衛隊等による復旧・復興の拠点等として機能する都市公園 
・津波が発生した際に、津波エネルギーの低減や漂流物の進入防止等により津波の威力を軽減する緑地 

巻市総合運動 園 巻市和 園 巻市 あづま総合運動 園 福島市 矢本海浜 園 東松島市

高台にある公園
が津波からの避
難地として機能

約1,500名の自
衛隊のキャンプ
地等として利用

被災者の避難
生活の場として
利用

樹林帯が後
背地への影
響を軽減

 

・海岸から4キロ付近まで津波が押し寄せた仙台平野では、周辺より高い盛土構造（７～１０ｍ）の仙台東部道路   

■道路インフラが住民の避難場所や防潮堤など副次的にも機能 

石巻市総合運動公園（石巻市）日和山公園（石巻市） あづま総合運動公園（福島市） 矢本海浜公園（東松島市） 難地として機能 地等として利用利用 響を軽減 

に、約230人の住民が避難。 
・仙台東部道路の盛土は、内陸市街地への瓦礫の流入を抑制する防潮堤としても機能。 

 
○仙台東部道路付近の浸水状況 

海側 

至 仙台空港ＩＣ 岩沼IC付近 名取IC付近 

至 亘理ＩＣ 

陸側 
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避難路、防災訓練等 

防災訓練 防災教育避難路 ■防災訓練、防災教育
 

小学校等の教育機関における防災教育の充実のほか、様々
な主体による防災活動への取組みを広げていく必要。 

■避難路  
沿岸部の津波浸水想定区域から高台の道路
や避難施設等に避難するための道路 

高台の道路に接続する避難階段を使った避難
訓練の様子（2010年３月） 

（岩手県岩泉町小本小学校） 

自主防災組織による避難訓練の様子 
（高知県高知市浦戸地区） 

 
 

津波避難訓練 実施状

実施している 
（50 1%）

津波避難訓練の実施状況 
       （平成22年3月 内閣府調べ） 

自主防災組織による津波避難場所の整備の様子
（徳島県美波町） 

（50.1%） 

沿岸市町村数 
653 

実施していない 
（49.9%） 

出典：国土交通省三陸国道事務所宮古出張所HP、消防防災博物館HP 11 



ハザードマップ認知率と避難の有無（郡山市・平成10年９月調査）

ハザードマップの認知と避難行動 

ハザードマップ認知率と避難の有無（郡山市・平成10年９月調査）

洪水ハザードマップ認知率の
住民の７５％が警報に従い避難

（ N=681 ） 

洪水 ザ ドマップ認知率の
全国平均は ４％（平成12年度） 住民の７５％が警報に従い避難 

○洪水ハザードマップを見た住民の避難開始のタ
イミングは、避難指示の発令のあった9:30と同時期
にピーク。
 
○洪水ハザードマップは避難開始のタイミングを早
めるよう作用 

「平成10年8月末集中豪雨災害における郡山市民の対応行動に関する調査報告書」（群馬大
学工学部工学科災害社会工学研究室調査）より 

避難指示発令 

12 



津波観測監視体制 

○気象庁は、津波の高さを全国１８４地点で観測監視・発表

■津波情報で観測値を

○港湾局は、港湾施設の設計及び港湾工事に活用するため、GPS波浪計を整備。 
   現在12基が稼働中。今回の震災では、津波が沿岸に到達する10分ほど前に観測。 

■GPS波浪計による沖合における波浪・津波の観測■津波情報で観測値を 
         発表する地点 

 ■GPS波浪計による沖合における波浪 津波の観測

観測センター 
（独）港湾空港技術研究所（横須賀市） 

データ
送信 

データ
送信 

GPSアンテナを海上に浮かべたブ
イに搭載し、ブイの3次元の動きを
捉えることで波浪・潮位を観測。 

気象庁 

津波 
情報 
津波 
情報 

GPS波浪計 

水深 
100m～400m
程度

国土交通省 
地方整備局

波 

程度

沖合約20km 

地方整備局
港湾事務所 

13 



ハザードマップと東日本大震災による津波の浸水状況 

■ハザードマップと浸水状況（岩手県釜石市） 

○東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県釜石市内で、死者・行方不明者のうち６５％がハザードマップ（被害予想図）の浸水想
定 域外 住ん たと 調査結果

出典：交通政策審議会港湾分科会防災部会（第１回）配布資料より抜粋 

定区域外に住んでいたとの調査結果
 

○これまで釜石市が確認した市内居住の死者・行方不明者１０３２人のうち、番地まで住所が確認された８６８人。 
そのうち浸水想定区域外の死者・行方不明者は計５６５人で６５・１％を占めた。（死者数等は６月２１日時点） 14 



被災者の生活再建と安定 

津波による壊滅的な被害を受けた沿岸部を中心に 被災者の居住確保に全力津波による壊滅的な被害を受けた沿岸部を中心に、被災者の居住確保に全力
  ○ 当面の応急仮設住宅建設に加え、恒久的な住宅も含めた居住の確保。 
  ○ その際、高齢者やコミュニティ再生への配慮が必要。 

居住 安定を図る災害 営住宅 供給居住 安定を図る災害 営住宅 供給
避難者： 11万2,405名（6月16日時点） 
     避難所：31,297人 
    旅館・ホテル：27,427人 

その他（親族宅等） 人

居住の安定を図る災害公営住宅の供給居住の安定を図る災害公営住宅の供給

    その他（親族宅等）：16,021人
    住宅等（公営、仮設等含む）：28,069人 

木造災害公営住宅 

併設した集会所

高齢者支援施設、
集会所等を併設 

住宅の自立再建の 

 
（独）住宅金融支援機構による

大規模盛土造成地 
滑動崩落防止事業 
大規模盛土造成地 
滑動崩落防止事業 

併設した集会所

防災集団移転 防災集団移転 

ための支援策 

（独）住宅金融支援機構による
災害復興住宅融資等 

（例）新潟県長岡市（旧川口町） 

被災した造成宅地の災
害防止対策を推進 

15 



集約型都市構造のイメージ 

郊外における新市街地の抑制

集積のメリットを活かした再生可能

エネルギーの面的利用 

郊外における新市街地の抑制

再生可能エネルギー（下水
熱）を活用し省エネ効果を高
めている、エネルギー面的
利用地区 
写真：東京都下水道局提供

暮らしの利便性向上

に不可欠な施設

（医療福祉、商業

写真：東京都下水道局提供

施設等）の集積 

LRT等利便性の高い公共交通              

緑のネットワークの形成 

16 
緑のネットワークの形成
に資する都市公園 「低炭素都市づくりガイドライン」の活用 

出典：平成２１年度国土交通白書 



■防災集団移転促進事業

防災集団移転 

■防災集団移転促進事業 

○事業概要 
  「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」（昭和４７年法律第１３２号）に基づき、災害
が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居を集団的に移転させ、住民

生命 身体お び財産を災害から保護する とを 的と そ ため 必 な措置と 当該地方 共 体 対 事業費の生命、身体および財産を災害から保護することを目的とし、そのために必要な措置として、当該地方公共団体に対し、事業費の
一部補助を行う。 
 
 ○事業計画の策定 

市町村は 移転促進区域の設定 住宅団地の整備 移転者に対す 実 施 団 体 名 移 転 
原因となった災害

○実例 

 
 
 
 

 市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対す
る助成等について、国土交通大臣に協議しその同意を得て、集団移
転促進事業計画を定める。 
・移転促進区域 
 災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の生命、身体
及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進する

年 度 戸 数 
原因となった災害 

都道府県名 市町村名 

平成5～7 長崎県 島原市 90   H 2.11  
 雲仙・普賢岳噴火災害 

        

平成6 鹿児島県 溝辺町 12   H 5. 8  
平成５年８月豪雨災害

 
 
 
 

及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進するこ
とが適当であると認められる区域。 
 

○住宅団地の整備 
１０戸以上（移転しようとする住民の数が２０戸以上を超える場合に

平成５年８月豪雨災害 
        

平成6～7 北海道 奥尻町 55   H 5. 7  
 北海道南西沖地震災害 

        

〃 長崎県 深江町 15   H 2.11  
 雲仙・普賢岳噴火災害 

 
 
 
 

 １０戸以上（移転しようとする住民の数が２０戸以上を超える場合に
は、その半数以上の戸数） 
 

○補助対象（補助率３／４） 
①住宅団地の用地取得及び造成に要する費用 
②移転者の住宅建設 土地購入に対する補助に要する費用

  

平成8～10  〃 島原市 19   H 5. 4  
 雲仙・普賢岳噴火災害 

        

平成13 北海道 虻田町 152   H12. 3  
 有珠山噴火災害 

        

H16 10 
 
 
 

②移転者の住宅建設・土地購入に対する補助に要する費用
③住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設等の公共 
  施設の整備に要する費用 
④移転促進区域内の農地及び宅地の買取に要する費用 
⑤移転者の住居の移転に関連して必要と認められる作業所等 

平成17～18 新潟県 長岡市 27  
H16.10

 新潟県中越地震等 

〃  〃 川口町 25  
 H16.10  
 新潟県中越地震 

          

 
 
 

  の整備に要する費用 
⑥移転者の住居の移転に対する補助に要する経費 

〃  〃 小千谷市 63  H16.10
 新潟県中越地震 

        

17 



■被災市街地復興土地区画整理事業

土地区画整理 

■被災市街地復興土地区画整理事業
○事業概要 
 
 

○実例   芦屋中央地区（兵庫県芦屋市） 
 
 

     

 施行面積：１３．４ha      

 施行期間：平成８～１４年度 

施 行 者：住宅・都市整備公団（現都市再生機構）

①目的 
大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地のうち、被災市 

 
 
 
 

 
 
 
 

従前 

施 行 者 住宅 都市整備公団（現都市再生機構）

 事 業 費：約２４８．７億円 
 大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地のうち、被災市
街地復興特別措置法に基づいて定められる被災市街地復興推進地
域において、土地区画整理事業の実施による市街地の緊急かつ健
全な復興を図る。 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
②制度の概要 
 イ．根拠 
   ・被災市街地復興特別措置法 
   ・土地区画整理法 

施行者 
 
 
 

 
 
 
 

 ロ．施行者 
   地方公共団体、土地区画整理組合、都市再生機構 等 
 ハ．特徴 
  Ⅰ．換地の特例による住宅地の集約 
  Ⅱ．保留地特例による公営住宅や防災のための施設等用 
 
 
 
 

 
 
 
 

従後 

保留地特例 よる公営住宅や防災 た 施設等用
    地の確保 
  Ⅲ．換地計画において土地の一部に変えて施行地区内に 
    住宅を給付 
  Ⅳ．施行地区外に住宅を建設し、換地計画においてその住 

宅及び敷地を給付 
 
 
 
 

 
 
 
 

    宅及び敷地を給付 
 
  
③実績 
  ・２０地区（全地区完了済）  
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■雲仙普賢岳噴火（安中三角地帯復興） ■北海道南西沖地震（奥尻島 青苗地区の復興）

土地の嵩上げをした例 

■雲仙普賢岳噴火（安中三角地帯復興） ■北海道南西沖地震（奥尻島 青苗地区の復興） 

 
 
 

 
 
 

北海道南西沖地震（平成６年）による津波被害が甚大だった奥尻町
の青苗地区では、被災者の再建意向を踏まえ、 
現地嵩上げと高台移転をあわせた被災地の復興がされた。 

平成２年に噴火を開始した雲仙・普賢岳の噴火に伴う土石 
流により堆積した土砂を用いて嵩上げ事業（市単独事業） 
を実施するとともに、その上で土地区画整理事業等を実施 

集落を 生

①事業主体：島原市

○事業の概要 

 
 
 
 

 
 
 

○事業の概要  
①防災集団移転促進事業 
 総事業費：約6億3600万円 

数 全 転

し、集落を再生。

①事業主体 島原市
 期  間：平成9年4月～平成14年3月 
 面  積：32.6ha 
 事 業 費：31億9800万円 
 事業内容：区画整理（407画地）

 
 
 
 

 
 
 

戸  数  ：55戸（岬地区、全戸移転）
 事業内容： 
 ・移転者からの用地の買取 
 ・移転跡地は災害危険区域に指定し、住居の用に供する建物

立地を禁
事業内容 区画整理（ 画地）

      道路、公園緑地等の整理 
 
②事業主体：島原市 
 期  間：平成7年6月～平成12年３月

 
 
 
 

 
 
 

の立地を禁止。
 
②漁業集落環境整備事業（上水道は簡易水道災害復旧事業） 

 総事業費 ： 約24億1000万円 
地 積 2 宅地

期 間 平成 年 月 平成 年 月
 面  積：93ha（平均６m、最高９m） 
 事 業 費：90億7000万円 
     （建設省（当時）、県の工事事務所等からの土

砂処分料を充当） 

 
 
 
 

 
 
 

地区面積 ： 95,100m2、宅地180区画
 
③まちづくり集落整備事業 
  防波堤の背後の盛土、集落道、排水施設等の整備  砂 分料 充

 
 
 
 

 
 
 

漁業集落環境整備 
事業による嵩上げ 

資料：災害復興対策事例集（内閣府、平成２２年１２月）、中央防災会議災害教訓の継承に関する専門調査会報告書（平成19年3月） 

 
 
 

 
 被災状況（平成５年９月、九州地方整備局） 

防災集団移転 
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土地利用・建築構造規制土地利用・建築構造規制
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災害危険区域／土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

災害危険区域 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

根拠法 建築基準法 土砂災害防止法 土砂災害防止法 

 
地方公共団体は、条例で、
津波 高潮 出水等による

 
都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地
の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は

 
都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が

指定 
基準

津波、高潮、出水等による
危険の著しい区域を災害
危険区域として指定するこ
とができる。 
（建築基準法第39条第1項） 

の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は
身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土
地の区域で、当該区域における土砂災害（河道閉
塞による湛水を発生原因とするものを除く。）を防
止するために警戒避難体制を特に整備すべき土

急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が
生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそ
れがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の
制限及び居室（建築基準法 第2条第4号に規定する居室
をいう。以下同じ。）を有する建築物の構造の規制をすべ

基準 地の区域として政令で定める基準に該当するもの
を、土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という。）
として指定することができる。  （土砂災害法第6条
第1項） 

き土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、
土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）
として指定することができる。     （土砂災害法第8条第
１項）  

 
災害危険区域内における

 
・市町村地域防災計画への記載

 
・特定開発行為に対する許可制災害危険区域内における

住居の用に供する建築物
の建築の禁止その他建築
物の建築に関する制限で
災害防止上必要なものは、
前項の条例で定める

市町村地域防災計画 の記載
     （土砂災害防止法第7条第1項） 
 
・災害時要援護者関連施設利用者の 
 ための警戒避難体制 

（土砂災害防止法第7条第2項）

特定開発行為に対する許可制

       （土砂災害防止法第9条） 
 

・建築物の構造の規制 
   （土砂災害防止法第23条、第24条） 

区域内
の措置 

前項の条例で定める。  
（建築基準法第39条第2項） 

    （土砂災害防止法第7条第2項）
 

・土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 
     （土砂災害防止法第7条第3項） 
 

・宅地建物取引における措置

・建築物の移転等の勧告及び支援措置 
        （土砂災害防止法第25条） 

 
・宅地建物取引における措置 

（宅地建物取引業法第33条 第35条 第36条）・宅地建物取引における措置
       （宅地建物取引業法第35条） 
       （同法施行規則第16条の4の2） 

 
 

 （宅地建物取引業法第33条、第35条、第36条）
  （同法施行令第2条の5、第3条） 
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○制度の概要

建築基準法第３９条に基づく災害危険区域の指定① 

 津波、高潮、出水等による危険が著しい場所を地方公共団体が条例で災害危険区域に指定し、当該区域内における住居の
建築禁止、構造や地盤面の高さに関する制限等の建築制限を条例で規定することができる。 

○制度の概要

○津波に対して災害危険区域が指定された実例 

（例）宮城県南三陸町災害危険区域設定条例 
（平成１７年１０月１日条例第１５２号）（抄）   （平成１７年１０月１日条例第１５２号）（抄）

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９ 
 条第１項及び第２項の規定に基づき津波、高潮、出水等による危険の 
 著しい区域として南三陸町災害危険区域を設定する。 

第２条 南三陸町災害危険区域は、次のとおりとする。 

字 名 区 域 

志津川字南町 ８８番地、８９番地以南志津川字南町 ８８番地、８９番地以南

志津川字大森町 ９７番地、９８番地 

志津川字旭ヶ浦 全域 

戸倉字戸倉 １６９番地から１９６番地まで 

第３条 前条に規定する災害危険区域内における住居の用に供する建築 
 物の建築は、禁止する。 

附 則 
 この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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建築基準法第３９条に基づく災害危険区域の指定② 

○津波に対して災害危険区域が指定された実例 
 
（例）名古屋市臨海部防災区域建築条例（昭和36年3月24日条例第2号） 

 
 
 

 （抄） 
 （趣旨） 
第1条 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第39条の 
 規定による災害危険区域としての臨海部防災区域の指定及びその区域 
 内における災害防止上必要な建築物の敷地及び構造に関する制限は、 

この条例の定めるところによる

 
 
 
 

 この条例の定めるところによる。 
 
 （臨海部防災区域の指定） 
第2条 次の区域を臨海部防災区域に指定する。 
 (1) 熱田区のうち、一般国道1号以南で、堀川以西の区域 
 (2) 中川区のうち、一般国道1号以南で、庄内川以東の区域及び関西本線

 
 
 
 

制限の概要表 
( ) 中川区のうち、 般国道 号以南で、庄内川以東の区域及び関西本線

  以南で、庄内川以西の区域 
 (3) 港区の全域 
 (4) 南区のうち、東海道本線以西の区域 
 
 （臨海部防災区域の種別） 
第 条 臨海部防災 域を次 種 分する

 
 
 
 

区
域 

1階の床の
高さ 

構造制限 図解 

第
１
種
区
域 

N･P 
(+)4m以上 

        
        
木造禁止 
        
        

第3条 臨海部防災区域を次の4種に区分する。
 第1種区域 直接高潮による危険のおそれのある区域 
 第2種区域 出水による危険のおそれのある既成市街の存する区域（第3 
  種区域を除く。） 
 第3種区域 出水による危険のおそれのある内陸部既成市街の存する区 

域

 
 
 
 

第
２
種
区
域 

N･P 
(+)1m以上 

2階以上に居室設置 
以下の1から3のいずれかの場合に緩和 
1:1階の1以上の居室の床の高さがN･P(+)3.5m以上 
2:同一敷地内に2階建以上の建築物あり 
3:延べ面積が100m2以内のものは避難室、避難設備
の設置 

  域 
 第4種区域 都市計画法（昭和43年法律第100号）第7条第1項により定め 
  られた市街化調整区域 
2 前項に規定する臨海部防災区域の種別区域は、規則で定める。 

 
 
 
 

第
３
種
区
域 

N･P 
(+)1m以上 なし 

第 2階以上に居室設置 

 

４
種
区
域 

N･P 
(+)1m以上 

以下の1、2のいずれかの場合に緩和 
1:1階の1以上の居室の床の高さがN･P(+)3.5m以上 
2:同一敷地内に2階建以上の建築物あり 

N･P=Nagoya Peil (オランダ語で水準線の意) 
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土砂災害防止法が制定された背景と法に基づく土砂災害防止対策 

背 景 土砂災害防止法の制定による土砂災害防止対策 

平成11年6月29日、広島県で発生した集中豪雨に 
より、325件の土砂災害が発生し、全壊家屋65棟、 
死者24名の被害が生じた 

土砂災害の実態を踏まえ、土砂災害防止法の制定により、 
土砂災害のおそれのある区域の周知 
警戒避難体制の整備 
住宅等の新規立地の抑制

広島市佐伯区

住宅等の新規立地の抑制
住宅の移転支援            等のソフト対策を推進 

土砂災害警戒区域

警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒区域

土砂災害のおそれのある区域の周知 

被害の状況 土石流の発生 

広島市佐伯区土砂災害警戒区域砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域 

被災した地域においては、土砂災害のおそれのある斜面まで

土砂災害に関する情報 
（土砂災害警戒情報等） 

■土砂災害を踏まえた課題 
土砂災害の危険の認識もないままに、

情報伝達体制や避難に関する事項等
を市町村地域防災計画に規定 

土砂災害警戒区域等の土砂災害の
おそれのある土地を公示 

被災した地域においては、土砂災害のおそれのある斜面まで
宅地開発が拡大 

危険な箇所での居住 

  危険な箇所に住民が居住し被災。 
また、新たな宅地開発が進むことにより 

  土砂災害のおそれのある箇所も年々増加 

土砂災害特別警戒区域 

一定の開発行為の規制 建築物の構造規制 

土砂災害特別警戒区域 

危険な箇所の増加 

斜面崩壊の
対策を実施 

斜面崩壊に
対し未対策 

土砂の崩壊に対して安全な 
構造を確保 
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津波防災対策に係る土地利用規制の実情 

災害危険区域及び土砂災害警戒区域等の指定推移

219903 

200,000  

250,000  
土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 

災害危険区域 

 
 
 
 

災害危険区域及び土砂災害警戒区域等の指定推移

103268 
100 000

150,000  

H16 福井豪雨 台風16号

（
箇
所
数
） 

土砂災害警戒特別警戒区域は土
砂災害警戒区域の内数 

3580
14296 

43722 

6983

17926 16028 19037 

50,000  

100,000 H16 福井豪雨、台風16号、
23号、新潟県中越地震 等 

0 
3580

0 1129 69830  
H13年度末 H14年度末 H15年度末 H16年度末 H17年度末 H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末 

※平成21年度末の災害危険区域 指定理由 指定箇所数 区域内面積（ha） 1箇所当たり面積（ha） ※平成 年度末の災害危険区域
19037箇所の内訳（一部） 
  

急傾斜地崩壊 １８，８００（約99%） ３７２５０．８５１ １．９８ 

津波高潮 ２ １４３．６６３ ７１．８３ 

津波高潮出水 ５ ６５０４．５００ １３００．９ 

土地利用規制等 

津波による被害を受ける恐れのある地域においては、地方自治体の条例により「災害津波 る被害を受ける恐れ ある 域 お 、 方自治体 条例 り 災害
危険区域」を指定し、建築制限を行うことが可能である（津波・高潮に関するものは現在
７箇所）。 
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災害危険区域の解除事例 

○天竜川の事例○天竜川の事例
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土砂災害防止法に基づく特別警戒区域の解除事例 

○ 特別警戒区域名 白馬村 峰方沢（みねかたざわ）（平成17年長野県告示第212号）○ 特別警戒区域名： 白馬村 峰方沢（みねかたざわ）（平成17年長野県告示第212号）
○ 解除理由   ： 砂防えん堤工事の実施により、特別警戒区域の全部について 
           指定事由がなくなった 
○ 解除告示日  ： 平成20年6月26日解除 月

出典：長野県記者発表資料 
砂防えん堤 
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（参考）過去の災害とそれを契機とする法制度（主なもの） 

主な災害 法制度主な災害 法制度

昭和２８年１３号台風（昭和２８年） 海岸法（昭和３１年） 
伊勢湾台風（昭和３４年） 災害対策基本法（昭和３６年） 

激 害 激甚災害法（昭和３７年）

新潟地震（昭和３９年） 地震保険法（昭和４１年） 

呉豪雨災害（昭和４２年） 急傾斜地災害防止法（昭和４４年）呉豪雨災害（昭和４２年） 急傾斜地災害防止法（昭和４４年）

桜島噴火（昭和４８年） 活動火山対策特別措置法（昭和４８年） 

秋田、宮崎豪雨災害（昭和４７年） 防災集団移転促進法（昭和４７年） 

宮城県沖地震（昭和５３年） 建築基準法改正（昭和５６年） 

阪神・淡路大震災（平成７年） 被災市街地復興特別措置法（平成７年） 
建築物耐震改修促進法（平成７年）建築物耐震改修促進法（平成 年）
密集市街地整備促進法（平成９年） 
被災者生活再建支援法（平成１０年） 

広島豪雨災害（平成１１年） 土砂災害防止法（平成１２年）広島豪雨災害（平成１１年） 土砂災害防止法（平成１２年）

東海豪雨災害（平成１２年） 水防法改正（平成１３年） 

福岡豪雨災害（平成１１年、１５年） 
東海豪 害 成 年

特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年） 
東海豪雨災害（平成１２年） 

新潟県中越地震（平成１６年） 宅地造成等規制法改正（平成１８年） 
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 戦災地復興計画基本方針（昭和20年12月30日閣議決定） （抜粋）

戦災復興について 

 
○復興計画の目標 
  復興計画においては、産業立地、人口配分等の都市の性格と規模を基礎として、都市の能率、保健、防災を主眼として決定されるよう、  

  国民生活の向上と地方的美観の発揚を図り、地方の気候、風土慣習等に適した特色ある都市を建設することを目標とする。 

戦災地復興計画基本方針（昭和20年12月30日閣議決定） （抜粋）

 
○主要施設（一部抜粋） 
 街路・・・街路の構想においては、将来の自動車交通や建築様式、規模に適応させることを期して、防災、保健、美観に資すること。 
       主要幹線道路の幅員は中小都市において36メートル以上、大都市においては50メートル以上とすること。 

必要な箇所には幅員50メ トルないし 100メ トルの広路または広場を配置し 利用上防災 美観の構成をかねさせること              必要な箇所には幅員50メートルないし、100メートルの広路または広場を配置し、利用上防災、美観の構成をかねさせること。
 緑地・・・緑地の総面積は市街地面積の10％以上を目途として整備すること。 
      必要に応じ、市街外周における農地、山林、原野、河川等空地の保存を図るため緑地帯を指定し、その他の緑地とあいまっ 
      て市街地への楔入を図ること。 
 
○事業の執行○事業の執行
  復興計画は、政府において計画を統制し、その立案にあたっては、出来うる限り地方の創意を反映・助長させることを主眼とし、 
 これに基づいて施行すべき事業はなるべく市町村長（東京都の区の存在する区域については東京都長官）に執行させ、市町村長に 
 おいて執行することが困難なものは府県知事に執行させること。 

各都市で戦災復興事業を実施 
※戦災復興事業の好事例※戦災復興事業の好事例 

名古屋市久屋大通 姫路市大手前通り 仙台市定禅寺通り 
（画像出典：各市役所ＨＰ） 
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